
庁議における審議要旨 

日時 

令和８年３月２５日 午後１時３０分～午後２時２５分 

場所 

庁議室 

出席者 

区長、副区長、副区長、教育長、総務企画部長、管理部長、区民生活部長、地域文化スポ

ーツ部長、環境清掃部長、福祉部長、健康部長、健康推進担当部長、子ども家庭部長、防

災都市づくり部長、土木担当部長、会計管理部長、教育部長、総務企画課長、企画担当課

長、財政課長、広報課長 

付議案件 

１ 木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の実績と充実させる取組について 

２ 荒川区特別区税条例の一部改正について 

３ エアコン設置緊急支援事業の実施について 

４ ＤＸ推進に向けた取組について 

審議の要旨 

１ 木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の実績と充実させる取組について 

住まい街づくり課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇高齢者向けの防災街づくり事業については、福祉部と密接に情報共有と連携を図

りながら事業の周知をしていく必要がある。 

 

２ 荒川区特別区税条例の一部改正について 

税務課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 

３ エアコン設置緊急支援事業の実施について 

地域共生推進担当課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇今回のエアコン設置の補助は、居住する住宅に１台もエアコンが無い又は故障し

て使用できない世帯が対象となるが、その確認を適切に行うとともに、家の構造

によりエアコンを設置できない場合等も含め、トラブルのないように十分配慮す

る必要がある。 

 

４ ＤＸ推進に向けた取組について 

企画担当課長・デジタル推進課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇現在、区では、高度なデジタルスキルを持つ人材を雇用して業務の効率化や見直

しを図る取組を行っているところであり、効果が出ていることから、各所管でさ

らに積極的に活用していく必要がある。 

 



配付資料 

１ 木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の実績と充実させる取組について 

２ 荒川区特別区税条例の一部改正について 

３ エアコン設置緊急支援事業の実施について 

４ ＤＸ推進に向けた取組について 

 



（説明者　住まい街づくり課長）

（説明者　税務課長）

（説明者　地域共生推進担当課長）

（説明者　企画担当課長・デジタル推進課長）

○ 今後の庁議日程

　４月　２日（木）　午後　　１時３０分～　※臨時開催予定

　４月１４日（火）　午後　　４時００分～

3

荒川区特別区税条例の一部改正について

4

エアコン設置緊急支援事業の実施について

ＤＸ推進に向けた取組について

庁議付議予定案件
（令和８年３月２５日　午後　１時３０分～）

1
木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の実績と充実させる取組
について

2





庁議説明資料 

８.３.２５ 防災都市づくり部住まい街づくり課 

 

木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の 

実績及び今後充実させる取組について 

1 

内  容 

１ 概要 

防災上の危険度の高い木造住宅密集地域の改善に向けた防災街づくり事業の

これまでの成果及び令和８年度から充実させる取組について報告する。 

２ これまでの成果（令和７年度末の実績） 

（１）不燃化特区及び密集事業 

ア）不燃領域率 

地区名 

（面積） 

荒川・南千住

（123.4ha） 

町屋・尾久 

（242.2ha） 

令和７年度末 

（指定当初から） 

６８．１％ 

（3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ UP） 

６６．２％ 

（9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ UP) 

指定当初 

（指定年月） 

６４．５％ 

（R3.4） 

５６．８％ 

（H26.4） 

イ）老朽木造建築物等の除却・建替助成制度 

・建替助成／除却助成／寄附除却  ６４４棟／９２１棟／５３棟 

ウ）防災スポット等のオープンスペースの確保 

・新設取得  ３２か所（各防災スポット等） 

・拡張取得  １３か所（荒川二丁目公園等） 

・整備予定    ６か所（（仮称）町屋四丁目東防災スポット等） 

（２）耐震化推進事業 

ア）木造 

・耐震補強補助／建替補助／除却補助  ４０棟／３３１棟／９５棟                

    ・防災ベッド設置補助／耐震シェルター設置補助 ７件／２件 

イ）非木造 

・耐震補強補助／建替補助 ６棟／８棟 

ウ）緊急輸送道路沿道建物 

・特定緊急輸送道路 

耐震補強補助／建替補助／除却補助 １１棟／２棟／２棟 

  ・一般緊急輸送道路 

耐震補強補助／建替補助 １棟／４棟 

（３）危険なブロック塀等対策事業 

危険なブロック塀等の箇所数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  （単位：箇所） 

ランク 
Ｒ２ 

第２回調査 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

減少数 

(Ｒ２→Ｒ７) 

D：危険である ９２ ８０ ７６ ７４ ６９ ６３ ▲２９ 

C：注意を要する １,０３６ ９２０ ８５３ ７８３ ７２７ ６９３ ▲３４３ 

B：一応安全である ４５０ 
 

  
  

 

A：安全である １,９８９    
  

 

計 ３,５６７    
  

 

 

Ｒ３からは、危険なブロック塀等の

状況について毎年調査を実施 
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内 容 

(続 き) 

（４）空き家対策事業 

  ア）空き家の老朽度ランク別棟数の推移                   

(単位：棟) 

老朽度ランク 
Ｈ２７年度 

実態調査 

Ｒ４年度 

実態調査 

Ｒ７年度末 

見込み 
増減 

Ｃ：速やかに除却すべき 

著しく危険な空き家 
４２ ２６ ８ ▲１８ 

Ｂ：除却すべき 

危険な空き家 
１３７ １６７ １１６ ▲５１ 

Ａ：予防保全を講じるべき 

空き家 
７９２ １，１３７ ８１８ ▲３１９ 

計 ９７１ １，３３０ ９４２ ▲３８８ 

イ）老朽空家等の除却助成制度 

    ・老朽空家除却助成／危険老朽空家除却助成 ２３１棟／２４棟 

ウ）特定空家等への認定等 

・特定空家等の認定   ５棟、除却件数 ４棟 

・管理不全空家等の認定 ８棟、除却件数 １棟 

 

（５）マンション防災対策の推進 

・ 令和７年度から分譲マンション防災対策支援制度（防災対策工事費

及び防災資器材・共同備蓄品の購入費助成）を開始 

年度 防災対策工事 防災資器材配備 共同備蓄品配備 

Ｒ７ １件 ９件 １３件 

・ 令和８年１月「マンション通信」創刊号を発行し、７５１管理組合

に送付 

 

（６）主要生活道路の整備 

ア) 測量進捗率７１．８％  用地取得率４４．９％ 

（新規路線：尾久東部地区１号線・２号線・３号線を除く） 

イ) 契約件数 ２４４件（約３,１１９㎡） 

ウ) 従前居住者用住宅の提供 

町屋五丁目住宅 ２０戸 

荒川二丁目住宅 １６戸 

 

（７）無電柱化の推進 

ア) 整備済 

・ ゆいの森周辺道路（平成２７年度） 

・ 荒川総合スポーツセンター周辺道路（令和５年度） 

・ 第二峡田小学校北側道路（令和６年度） 

イ) 整備中 

・ 荒川遊園通り（令和８年度末完了予定） 

 

（８）地区計画の導入検討 

荒川一・三・南千住一・五丁目地区における地区計画の導入を検討 

・ 令和３年度 不燃化特区の指定 

・ 令和７年度 密集事業区域の拡大、防災まちづくり協議会を設立 
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内  容 

(続 き) 

３ 令和８年度から充実させる取組 

これまでの事業を引き続き実施してくとともに、以下の事業について、充

実させて取り組んでいく。 

（１）不燃化特区制度の延伸及び助成の拡充・充実 

・ 町屋・尾久地区及び荒川・南千住地区において、令和１２年度まで不

燃化特区制度を延伸する。 

・ これまでの不燃化特区制度による老朽化した建物の除却や不燃化建

築物への建替え支援に加え、親世帯（７０歳以上の者を含む世帯）と

子世帯等の多世帯が同居するために行われる住宅の建替えにおいて、

親世帯の居住に要する床面積を２０㎡以上確保した場合に、上限を２

００万円とする加算助成支援を新たに実施する。 

・ 併せて、不燃化特区内の老朽建築物の除却工事等に伴って生じるアス

ベスト除去のための費用のうち、その費用が延床面積２６，０００円

／㎡の上限額を超える場合には、延床面積３３，０００円／㎡を上限

に加算する助成支援についても実施する。 

 

（２）整備地域不燃化集中促進事業の導入 

・ 不燃化特区区域外において、局所的に存在している延焼の危険性が高

い区域に対して、整備地域不燃化集中促進事業を導入し、老朽建築物

の除却費用に係る延床面積２６，０００円／㎡を上限とする助成に加

えて、不燃化建築物への建替え費用に係る建築設計費及び工事監理費

の一部助成を行う。 

・ 併せて、不燃化特区と同様、司法書士、建築士、土地家屋調査士によ

る専門家派遣支援事業を創設し、建替えや除却等に関して悩みを抱え

る老朽建築物の所有者に対し、課題解決に向けて必要な提案や助言等

を行う。 

 

（３）耐震化推進事業等の充実 

① 木造建物耐震化推進事業 

・ 高齢者世帯（７０歳以上の者を含む世帯）に向け実施している補助額

の加算措置を、障がい者や要介護・要支援認定者を含む世帯にも適用

することで、災害時要配慮者の費用負担を軽減する。 

（例：耐震改修１８０万円→３６０万円） 

② 緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業 

・ 特定緊急輸送道路における耐震補強工事の場合、現行の補助率２分の

１程度であったものを１０分の９へ引き上げたほか、一般緊急輸送道

路においても、現行の補助率３分の２かつ上限１,０００万円であっ

たものを６分の５に引き上げるとともに、上限を撤廃し、新たに除却

工事を対象に追加し、支援の充実を図る。 

・ 個別訪問等により、建物所有者に対し、耐震化の必要性の啓発と、拡

充した補助制度を積極的に周知するなど、働きかけを強化する。 

 

（４）空き家対策事業の推進 

・ 危険な老朽空家等の発生を未然に防止するためには、区内に所在する

空家等の所有者等だけでなく、空家等となることが予測される使用中

の建築物の所有者等が抱える様々な問題を解決するため、新たに専門

家派遣支援事業を創設し、司法書士や行政書士等の専門家の派遣によ

り、相談に対する情報の提供や助言等の支援を行い、所有者等による

空家等の適切な管理の促進を図る。 
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内 容 

(続 き) 

 

（５）マンション防災対策の推進 

・ 東京都マンション管理士会への委託により、区の支援制度の周知か

ら、制度を活用するための管理組合内の合意形成、実際の制度利用

までについて、プッシュ型の伴走支援を行う。 

・ 管理組合の取組を支援するコンサルタント派遣制度の１管理組合

につき６回とは別に、新たに「防災枠」に関する相談枠を設け、１

管理組合につき年度３回までの利用を可能とし、マニュアル策定や

訓練、備えるべき資器材・工事等について、気軽に相談できる体制

を整備する。 

・ マンション管理士が防災士の資格を取得するための費用を助成し、

マンションの｢管理｣と｢防災｣の資格を有する専門家を養成するこ

とにより、ソフト･ハード両面の相談ができる体制を整備する。 

 

（６）無電柱化の推進 

① 国庫補助や都のチャレンジ支援事業等の補助事業の活用を図り、無電柱

化を推進する。 

・荒川遊園通り 

基本及び詳細設計  令和元～４年度 

無電柱化工事    令和５～７年度 

道路整備工事    令和８年度   工事完了（予定） 

・宮前公園第三期周辺道路 

建替え予定の区施設等に地上機器の設置場所が確保できた段階で、 

エリア全体としての無電柱化工事の検討を行う。 

② 「宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」（都条例）に基づき、民間事

業者による宅地開発に伴い造成される私道内への電柱の設置を禁止する

ため、区が窓口となり無電柱化の実施を促す。 

 

今 後 の 

予 定 
    ４月１０日  建設環境委員会 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

４月１０日 

建設環境委員会 

４月１０日 

委員会報告後 
― ― ― 

 

 



庁議説明資料 

8.3.25 区民生活部税務課 

 

荒川区特別区税条例の一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割を廃止するほか、規定を整備するた

め 

２ 内容 

⑴  軽自動車税の環境性能割の廃止 

   軽自動車税環境性能割を廃止する。 

   ※環境性能割の廃止に伴い、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とする 

 

 ⑵ その他 

   地方税法の改正等に合わせて、規定を改正・整備する。 

３ 施行期日 

公布の日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

４月３日 

福祉・区民生活

委員会 

議決後 ４月１１日号 ４月１１日 ― 

 





庁議説明資料 

８.３.２５ 
福祉部福祉推進課 

   生活福祉課 

エアコン設置緊急支援事業の実施について 

内 容 

１ 事業の目的 

  被保護世帯及び低所得世帯に対し、自宅に家庭用エアーコンディショナー

（以下「エアコン」という。）の導入及び故障エアコンの買換えを支援するた

め、都の補助金を活用して購入費用を助成することで、今夏も予想される熱中

症による健康被害の防止を図る。 

 

２ 被保護世帯向け事業の概要 

（１）補助対象世帯：荒川区の被保護世帯（中国在留邦人等世帯を含む） 

（２）対象経費：令和８年度に購入したエアコン本体購入費及び設置工事費等 

（３）補助上限額：東京ゼロエミポイント事業との併用可 

エアコン本体購入費 計７万３千円／１世帯当たり 

         設置工事費等 計２万７千円／１世帯当たり 

（４）補助基準額：１０万円／１世帯当たり 

（５）補助要件（以下の①・②の要件を満たすこと） 

①居住する住宅に１台もエアコンが無い又は故障して使用できない世帯 

②生活保護の一時扶助費の支給対象外の世帯 

（６）周知方法 

   令和８年４月、被保護世帯向けに本事業の周知とともに、訪問面接時に 

ケースワーカーから個別に働きかけを行う。 

（７）想定経費：１，５００万円（都の補助率１０／１０） 

（１０万円（補助上限額）×１５０件（想定件数）） 

執行対応の上、都の補助金を活用予定 

 

３ 低所得世帯向け事業の概要 

（１）補助対象世帯（以下の①～③の要件を全て満たす世帯） 

①住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯、児童扶養手当受給世帯 

②令和８年 1月 1日現在、日本国内に住民票があること。 

③エアコン購入日時点で、荒川区内に申請者の住民票及び居所があること 

（２）対象経費：エアコン本体購入費及び設置工事費等 

（３）補助上限額：エアコン本体購入費 計７万３千円／１住所地当たり 

         設置工事費等 計２万７千円／１住所地当たり 

（４）補助基準額：１０万円／１住所地当たり 

（５）補助要件（以下の①～⑤の要件を全て満たすこと） 

①居住する住宅に１台もエアコンが無い又は故障して使用できない世帯 

②事業開始日以降に購入したエアコンで、居住している住居に設置すること 

③ゼロエミポイントの対象機種（多段階評価★★２つ以上）であること 

④購入店舗は、荒川区内のゼロエミポイント取扱店舗に限ること 

⑤設置の際に、当該事業の助成にかかる要件について購入店舗による確認を

受け、申請の段階で、設置が完了していること 

（６）周知方法 

   区報、ホームページのほか、区施設等へのポスター等の掲示を用いて、事

業開始の周知を行う。 

また、環境課において実施している「エコ助成」事業における周知媒体に

も合わせて情報を掲載する等、区民にとってわかりやすい広報に努める。 

 



（７）想定経費 

・事業費 １０，０００万円（都の補助率３／４） 

（１０万円（補助上限額）×１，０００件（想定件数）） 

・事務費  １，５１８万４千円（都の補助率・上限基準額の３／４） 

・事業費は補正予算、事務費は執行対応の上、都の補助金を活用予定 

 

今 後 の 

予 定 

 

【被保護世帯】 

４月 ８日以降   受付開始 

【低所得世帯】 

４月３０日     令和７年度区議会閉会会議（補正予算案上程） 

    ５月 ７日以降   受付開始 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

４月８日 

福祉・区民生活

委員会 

委員会報告後 ５月２１日 ５月２１日 ― 
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